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1．はじめに

現行学習指導要領では，全学校段階の各教科・
科目で，そのねらいに即した学習活動を通じ，情
報モラルを身に付けさせる指導を行うことが求め
られている。小・中学校では，「道徳の時間」も
情報モラル教育の核になる。高等学校でも，全て
の教科の指導で，ICTの活用や情報教育に役立
つ学習活動の充実が求められていることから，全
ての教員が情報モラル教育への取り組みを避けて
通れなくなっている。
しかし，情報モラル教育の重要性が声高に言わ
れる理由は，その効果的な指導法が確立も普及も
していないためだとも言える。現状の指導法は，
基本的に，「葛藤場面を設け，心情に訴えかけて，
よくない行為を思いとどまらせる心情重視型」や，
「ルールを覚え込ませるルール重視型」の指導法
である。これら現状の指導法の問題点は，指導に
多くの時間を要すること，技術の進歩や状況の変
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要 約

現行学習指導要領では，全学校段階の各教科・科目で，そのねらいに即した学習活動を通じ，情報モラルを身に付
けさせる指導を行うことが求められている。本研究では，各教科・科目の学びと情報モラル教育との統合を図る教科
教育のための授業設計の枠組みを検討し，それを活用して授業実施できる教師を育成する教師教育の手法を開発する。
その一環として，これまでに開発している指導法を用いて，長崎県教育センターにおいて，情報モラル教育に関する
研修を行った。講義と実習を通して，教員は指導目的及び児童生徒の発達段階に応じた教材を作成することができる
ようになった。
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化に柔軟に対応する考え方を提供できていないこ
と，禁止事項を強調することで情報技術の活用に
ネガティブな印象を与えることなどが挙げられ
る。文部科学省は，2007 年の委託事業で，発達
段階に応じた指導目標やモデルカリキュラムを作
成・提供しているが，結局，大量の指導事項を提
示する結果となり，教師に負担を感じさせるだけ
のものとなっている。
諸外国でも，状況は同様である。ISTEのNETS-�
S，Partnership� for�21st�Century�Ski l ls の
Information�Literacy などに情報倫理等の内容が
含まれており，様々な取り組みや教材が提供され
ているが，基本となる指導法は，上述のルール重
視型の指導法と変わらない。
これらの問題点を解決するために開発された指
導法が，玉田ら（2004）による「３種の知識（道
徳的規範知識，情報技術の知識，合理的判断の知
識）」による指導法である。この指導法は，道徳
教育との連携を図った枠組みになっており，道徳
的規範知識の４つの観点に照らして慎重な判断を
させるための「合理的判断のヒント図」を用いて
判断の仕方を演習するもので，従来の指導法と比
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較して情報モラル判断力の育成に高い効果が検証
されている（玉田・松田 2009）。さらにこの指導
法でも解決できなかった情報技術の活用にネガテ
ィブな印象を与えるという問題点を解消するため
に，「３種の知識」の考え方を松田が提案してい
る「情報的な見方・考え方」と統合（Matsuda
ら 2012）した。その中で，情報技術の活用を含
めた多様な代替案を発想する力をつけつつ，各代
替案の良さと予想される問題点とを同時に検討し
ながら，予想される問題点を解消する手立てを考
え，より良く問題解決する力を育成する指導法や
それに役立つ教材の設計原理を効果検証しながら
確立してきた。また，当該指導法を教員に的確に
体得させるために，研究ツールとして松田（2010）
が開発している「教授活動ゲーム」を活用し，石
井・松田（2003）の「既存教科における情報教育
実施」に関する教師の変容モデルを参考に研修方
法を検討している。この手法を活用した指導の枠
組みは，情報モラル教育だけに止まらず，道徳教

育を始めとしてモラルを高める必要のあるさまざ
まな分野での応用が可能である。
以上を背景として，本研究では，各教科・科目
の学びと情報モラル教育との統合を図る教科教育
のための授業設計の枠組みを検討し，それを活用
して授業実施できる教師を育成する教師教育の手
法を開発するために教員研修を実施した。

2．教員研修の実施

2.1.　研修概要
小中高の教員を対象とした情報モラル指導講座
を以下のように実施し，研修方法を検討した。

日時：2014 年 7月 28日 29日
場所：長崎県教育センター
　　　長崎県大村市玖島 1丁目 24番地 2
参加者：
　2日間の研修講座　19名

表 1．参加教員のプロフィール

総数 校種 氏名 担当学年 分掌 経年研

学校状況
週＝ 1、
月＝ 2、
学＝ 3、
年＝ 4、
×＝ 5

指導経験 困り 作成予定教材

1

小学校

A 4年 教務 2 2 なし 個人端末の普及 道徳

2 B 2 年
教務、セキ
ュリティ、
特活、放送

2 3 ゲーム機で通信 保護者の危機感高揚の手段 PTA資料

3 C 3 年 体育 2 4 なし 家庭の把握と指導 道徳
4 D 4、5 年 生活、特活 10 4 なし なし PTA資料
5 E 6 年 情報、体育 10 4 なし 研修資料の収集 校内研修資料
6 F 5、6 年 体育 10 2 なし 著作権 道徳
7

中学校

G 1 年 生徒会 10 4 LINE、SNS 書き込み 法律等の知識不足 道徳、学活
8 H 1 年 特活 2 4 家庭での携帯依存 チェーンメール等の指導 学活、教科（英語）
9 I 3 年 道徳 2 4 LINE 保護者理解、授業展開導入 道徳、教科（家庭）
10 J 1 年 特活 希望 4 不適切画像受信 教師の知識不足 生徒指導資料
11 K 2 年 教務 2 4 LINE、肖像権 知識不足 道徳、学活
12

高等学校

L 2 年 進路 10 3 なし なし PTA資料
13 M 2 年 生徒会 2 1 個人情報 知識不足 総合的な学習の時間
14 N 1 年 教務 10 2 個人情報、誹謗中傷 指導の仕方 教科（商業）
15 O 2 年 教務 10 3 LINE、肖像権 指導教材の不足 総合的な学習の時間
16

特別支援
学校

P 高等部 1年 教務 10 3 メールの誤解、生活リズム 知識不足、指導方法 学級活動
17 Q 高等 3年 支援・相談 2 4 メールのトラブル 指導方法 学級活動
18 R 小学部 3年 保健給食 10 5 なし なし 校内研修資料
19 S 中学部 2年 保健給食 10 4 長時間のメール 後手の指導 学級活動
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　（小学校：6名　　中学校：5名
　　高等学校：4名　特別支援学校：4名）
　公開講座　132名
実施手順：．
【1日目　7月 28日】
①講義「学校における著作権」
②研究協議
　「学校における情報モラル教育の現状と課題」
　１　班別情報交換
　２　課題解決に向けての協議
　３　班別発表
③公開講座
　「児童生徒の情報モラルをどう育てるか？」

【2日目　7月 29日】
④講義・実習
　「情報モラル指導法講座

〜仕組みの理解を促すための手法〜」

（午後）
　１�発表準備�
　２�班別発表�
　３�班代表発表
　４�総評�
研修報告・振り返り

2.2　参加教員の状況
2 日間の研修に参加した教員のプロフィールは
表 1の通りである。19名のうち男性が 9名，女
性が 10名であった。また，経験年数については
2年研修での参加が 8名，10 年研修での参加が
10名で，希望研修が１名であった。校務分掌は，
教務 6名，特活 5名，体育 3名，生徒会 2名，保
健給食 2名，以下 1名ずつが放送，情報，道徳，
支援・相談，進路（複数回答あり）であった。
情報モラルの指導経験については「なし」が 7
名，「LINE」が 4名，「ネット依存」が 3名，「個
人情報」が 2名，「肖像権」が 2名，「メールのト
ラブル」が 2名，1名ずつが「ゲーム機で通信」「不
適切画像受信」であった。
また，情報モラルを指導する際に困っている点

としては，「知識不足」を挙げているものが最も
多く 5名で，「指導力不足」3名，「保護者との連携」
3名，「指導教材の不足」2名，1名ずつ「個人端
末の普及」「著作権」「後手の指導」などを挙げて
いた。

2.3　研究協議「学校における
情報モラル教育の現状と課題」

ここでは，小中高特別支援の校種別にグループ
になり，各自の職場で課題となっている情報モラ
ルの問題についての情報交換を行った。その後，
それらの課題を解決するためにはどのような要素
が関連してくるか，ブレーンストーミングを行っ
た。その結果，「実態把握」「道徳性の向上」「教
師の指導力」「研修・計画性」「保護者の意識」な
どの要素が浮かびあがってきた。
それらについて，どう対応するかを検討し，年
間スケジュールの中で，どのタイミング，あるい
はどの教科，場面で情報モラルの指導が可能とな

写真 1．課題要素の洗い出し

写真 2．年間スケジュールへの割付
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て，どんな知識を身につけさせるかという目標を
明確にして指導する必要があると解説している。
情報モラルの課題の大半が人としてのモラルの問
題であるため「道徳的な知識（人間として守るべ
きこと）」が最も重要になることを大前提として
示し，それに加えて，インターネットや携帯電話・
スマートフォンを使うため，そこでの状況判断に
必要となる情報技術の知識（ネットワークの特性
の理解）が必要となることを示している。そして，
ただ知識だけを与えただけではうまく考えること
ができないため，それらの知識を組み合わせて判
断するための考え方（合理的判断の知識）を指導
することを解説している。

写真 4　公開講座の様子

写真 5　会場で話を聴く教員

2.4.3.  発達段階に応じた指導内容
発達段階に応じた指導内容については，これま
での筆者らの実践や調査研究などから，これだけ
は必須であろうと考えられる項目を最小限に絞り
込んで一覧表にして提示している。指導内容につ

るか，1年間の年間スケジュールに指導内容の割
付を行った。

2.4　公開講座
　　「児童生徒の情報モラルをどう育てるか？」
公開講座は，以下の手順で進行した。

2.4.1.  情報モラルの本質は何か
ここでは，情報モラルに関連して，現在児童生
徒を取り巻く世の中の状況について解説した後，
情報モラルの課題の多くは，日常モラルの問題で
あり，日常モラルを身につけている人間であれば，
最低限のネットワークの特性を理解することによ
って解決できる問題であると解説している。
情報モラルに関するトラブルには，さまざまな
要因が含まれているので，一見複雑に見えるが，
問題を整理すると「自分が被害に遭う」「他人に
迷惑をかける」「依存する」という３つの観点で
整理することができる。「自分が被害に遭う」タ
イプの問題は，一度指導すると児童生徒が注意を
するようになり，比較的解決が容易な課題である
が，「他人に迷惑をかける」「依存する」タイプの
課題は，道徳教育などを通じて，繰り返し指導が
必要となる。教師は，これらの問題の要因を把握
して，指導目的を検討しなければならないことを
解説した。

2.4.2.  情報モラルの判断に必要となる力
児童生徒に，情報モラルの判断力を身につけさ
せるためには，必要となる知識や考え方を整理し

写真 3　年間スケジュールの検討

写真 4　公開講座の様子
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もの情報モラルは絶対に育たないということを，
教師は保護者に訴えていく必要があるということ
を強調している。そして，保護者自身にインター
ネットや携帯電話・スマートフォンのプラス・マ
イナス面について話し合いなどの活動を通して，
本当に必要なものなのか，親としてどのようなこ
とに気をつけなければならないかを気づかせる必
要があると強調した。
それから学校で実施している情報モラルの指導
内容を説明し，家庭でもルールを作って指導して
欲しいということを訴えていく必要があることを
解説した。

2.5　講義・実習「情報モラル指導法講座
～仕組みの理解を促すための手法～」

講義・実習では情報モラルの指導について講義
を行った後，それを参考に各参加者が，自分が指
導に活用する道徳や各教科，PTA，校内研修な
どの資料を作成した。

2.5.1.  情報モラルの指導法
情報モラルの指導をするために，どのような指
導法が活用できるかということを解説した。多く
の事例からルールを学び取らせる指導法や，体験
や話し合いを基にして心情に訴えかける指導法，
道徳的知識と情報技術の知識を組み合わせて合理
的に判断する考え方を教える指導法などがあるこ
とを示し，それぞれの指導法の特徴と学習者のタ
イプに応じた使い分け方などを解説した。

2.5.2.  授業展開及び実習
情報モラルの授業を設計する場合には，どのよ
うな内容が必須になるのか，また情報をどのよう
な順序で配置するとよいか，目的に応じてどのよ
うな活動が有効かという授業設計の方法について
解説した。ある指導目的を設定し，授業展開を解
説した後に，その授業展開に沿った模擬授業を実
施する。また，その指導をする際のプレゼンテー
ション資料とワークシートを同時に示している。
本研究では，より具体的な授業イメージを構築し，
教師が情報モラル指導実践に踏み出すために，指

いては，地域や対象となる児童生徒の発達段階に
よって，取り扱うことが望ましい学年が変わると
考えられるため，提示している内容はあくまでも
目安であり，担当する教師が児童生徒の特性を理
解して指導内容を選択する必要があることを解説
している。最低限考えさせたいことは図 1のよう
に示している。

2.4.4.  保護者への啓発
子どものモラルを育てるのは親の責務であるこ
とを保護者に訴えかける必要があることを強調し
ている。また，携帯電話・スマートフォンを持た
せるのであれば，持たせる前に親の責任として「人
としてのモラル」と「インターネットや携帯電話・
スマートフォンの特性についての知識」を子ども
に理解させておく必要がある，親が子どもの手本
となって，ルールやマナーを守らなければ，子ど

図 1．児童生徒に考えさせたいこと

図 2．保護者に伝えたいこと
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３．実践結果

3.1.  情報モラル授業実践への理解
情報モラルの指導目的，児童生徒の発達段階と
それに応じた指導法の類型を詳細に解説し，いく
つかの類型について模擬授業を行ったため，教師
は授業実践に対する具体的なイメージを確立する
ことができたようである。
講習後のアンケートでは，「情報モラルの指導
法が良く理解できた」「自分の授業でどのように
情報モラル教育に取り組んだら良いかが分かっ
た」という回答が多かった。理由として，「指導
目的と指導法の関係を詳しく解説していただき，
いくつかの模擬授業を見ることができたので，自
分の担当する学年の生徒にどのような授業をした
ら良いかがイメージできた」という内容の記述が
多かった。
情報モラルの指導目的，児童生徒の発達段階と
それに応じた指導法の類型を詳細に解説し，いく
つかの類型について模擬授業を行ったことは，教
師が自分の授業で情報モラル教育にどう取り組ん
だら良いかということをイメージするために効果
があったと考えられる。

3.2.  実習による効果
講義後に，自分が作りたいと希望していた具体
的な教材を各自で作成した（図 5〜 7）。
講義の中で，各教科，道徳，学級活動などの文
脈に即して，発達段階に応じてどのような指導を
行うと良いかというコツを示していたため，各教
員はスムーズに教材を作成することができた。各
自が作成した教材の一覧を表２に示す。
本研修では，解説部分において小中高の発達段
階に応じて，指導の仕方が変わってくることを示
している，それぞれの指導目的と発達段階に応じ
て指導する必要があることを強調しているため，
発達段階と指導法に関する教師の理解は深まった
ようである。小学校では，ある程度ルールや規則
を教え込んだり，道徳的な指導が必要であり，高
校では問題解決力を身につけさせるための指導が

導目的や内容と指導法との関係をいくつかのパタ
ーンに類型化して紹介している。ここでは，いく
つかの指導例を示し，教師自身が置かれている立
場で，これから情報モラル教育の実践をするとし
たら，どのような指導が可能か，また求められて
いるかという視点から指導類型を紹介している。
そして，具体的な指導案を示して，短時間で模擬
授業を実施した。具体的に紹介した指導例を，図
3，図 4に示す。
模擬授業後，各教員は自分の教材を，指導目的・
内容について，小中高の発達段階に応じて，どの
ような指導法を選択するとよいか，また，どのよ
うな題材を選択するとよいかを考えて，作成した。

図 3　小学生にはどんな指導が考えられるか

図 4　中・高生にはどんな指導が考えられるか
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重要である。中学校では，道徳的な指導と共に問
題解決力を身に付けさせるための多様なアプロー
チをしていく必要があるということを理解し，そ
れに応じて指導教材が作成された。
実習の後，各自が作成した教材を班別に発表し
あった（写真７）。その後，班のリーダーが各班

図 5　小学校 4年生用道徳指導案

図 6　小学校 PTA用指導資料

図 7　特別支援学校 PTA用指導資料

表 2　実習で作成した教材

指導場面 人数
学級活動 7
道徳 6
PTA資料 3
校内研修資料 2
総合的な学習の時間 2
教科（英語） 1
教科（家庭） 1
教科（商業） 1

写真 6　教材作成の実習

写真 7　班別教材発表の様子
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児童生徒の情報モラル問題解決力を育成すること
のできる教員をさらに増やす必要がある。
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で作成された教材について，全体に向けて発表を
行った。

4．まとめと今後の課題

本研究では，各教科・科目及び学校における様々
な場面での学びと情報モラル教育との統合を図る
授業設計の枠組みを検討し，それを活用して授業
設計ができる教師を育成する教師教育の手法を開
発する目的で，教員研修を行った。
文部科学省において情報モラル教育元年と言わ
れるのが 2004 年である。2004 年に長崎の佐世保
で小学校 6年生女児が，一緒にホームページを作
成していたクラスメートの女児を殺害した事件が
きっかけであった。それ以来，文部科学省を中心
に情報モラル教育に関する教材開発，各都道府県
での情報モラル教員研修などさまざまな取り組み
が盛んになされるようになった。今年は，あの事
件から 10年経過したということで，テレビや新
聞で報道がなされていた。その矢先，本講座を実
施する前日，佐世保で高校 1年生女子がクラスメ
ートを殺害し，遺体を切断するいたましい事件が
起こった。そのため，会場は非常に沈痛なムード
であり，公開講座は長崎県教育センター長からの
弔意と，黙祷から始まった。佐世保から参加する
はずだった教員の何名かは本件に関する対応のた
め，参加できなくなった。
このような経緯があったため，さらに情報モラ
ルを高める教育が必要だということを長崎の先生
方は感じているようであった。研修の中盤以降は
非常に熱気に包まれ，情報モラルの指導に意欲を
燃やす姿が見られた。
講座全体を通して，「情報モラル教育の本質」「情
報モラルの問題解決にどのような力が必要となる
か」「発達段階に応じた指導のポイント」「保護者
の啓発」について，教員は理解を深めたようであ
る。また，教材作成まで参加した教員は，指導目
的及び発達段階に応じた教材を作成することがで
きるようになった。
今後は，このような取り組みを継続的に実施し，
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